
2011年に国連の人権理事会において、「ビジネスと人権に
関する指導原則」（以下、指導原則）が全会一致で承認されて
から6年が過ぎようとしています。欧米諸国を中心として、　
ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）や人権デュー
ディリジェンスに関する法制化が進む中、企業は、指導原則
に示される人権を尊重する責任を「知る」段階から、実際に　
行動として示すことが求められるようになってきています。

特に、日本企業においては、2020年東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けて世界の注目が集まる中、バリューチェーン
上の人権への負の影響にいかに対処するかを問われ、人権
デューディリジェンスのあり方を世界から見られていること
を認識し、適切に対応する必要があるといえます。

それでは、限られたリソースの中で、効果的に人権デューディ
リジェンスを進めるにはどうすればよいのでしょうか。

人権デューディリジェンスを進めるにあたっては、まずは、　
人権インパクトアセスメントを行い、事業あるいは事業上の
関係を通じて自社が人権に及ぼす負の影響を特定すること
が欠かせません。これは、人権方針の見直しや、毎年の現代
奴隷法声明文を出す上でも重要です。

本セミナーでは、Verisk Maplecroft社からヘッドオブ　　
ヒューマンライツストラテジーのサラ・ケリガン氏を迎え、
CRT日本委員会とVerisk Maplecroft社が共同で提供する

人権インパクトアセスメントの詳細についてご紹介します。

人権インパクトアセスメントの進め方にお悩みの企業様も、
人権デューディリジェンスにこれから本格的に取り組もうと
されている企業様も疑問点をご質問・ご確認いただく絶好の
チャンスです。

多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

会　　　　 場：

 
 
 

主　　　　 催 : 経済人コー円卓会議日本委員会

AP東京丸の内（日本生命丸の内ガーデンタワー３階）
地図　http://nissay-marunouchi.com/access/
三田線「大手町駅」D6出口直結

JR「東京駅」、丸ノ内線「東京駅」「大手町駅」、千代田線/ 東西線/ 半蔵門線「大手町駅」徒歩数分

12月8日（金）9時30分～12時（受付開始：9時15分）　日　　　　 時：

言　　　　 語 : 

参　  加　  費 : 無料

英語（日本語への逐次通訳あり）/日本語 サラ・ケリガン氏 （Sarah Kerrigan）
ヘッドオブヒューマンライツストラテジー 

Verisk Maplecroft 

●お申込み
以下のURLまたはバーコードより申込フォームにアクセスし、
必要事項をご記入の上お申し込みください。
https://business.form-mailer.jp/fms/f2daa17271545

●プログラム（予定）
9:30--11:00  人権インパクトアセスメントのご紹介
　　　　　　 サラ・ケリガン氏、Verisk Maplecroft
11:00-11:10 休憩
11:10-11:40 CRT日本委員会の支援サービスのご紹介
11:40-11:45 まとめ
11:45-12:00 自由質問タイム

効果的な人権デューディリジェンスの進め方
～人権インパクトアセスメントのご紹介～

12月8日（金）開催

http://nissay-marunouchi.com/access/
https://business.form-mailer.jp/fms/f2daa17271545

